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議案第５４号

柏 市 地 域 型 保 育 事 業 設 備 運 営 基 準 条 例 及 び 柏 市 特 定 教

育・保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例の一

部を改正する条例の制定について  

 柏市地域型保育事業設備運営基準条例及び柏市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業運営基準条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。  

  令和 ７年 ２月２１日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い，

地域型保育事業等における保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保の特例を定めるとともに，地域型保育事業等における連携施設の

確保に係る特例期間の延長等を行いたいので提案する。  
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柏市条例第   号

柏 市 地 域 型 保 育 事 業 設 備 運 営 基 準 条 例 及 び 柏 市 特 定 教

育・保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例の一

部を改正する条例  

 （柏市地域型保育事業設備運営基準条例の一部改正）  

第１条  柏市地域型保育事業設備運営基準条例（平成２６年柏市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。

 第７条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内

容支援」という。）を実施する」に改め，同条第３項各号列記以

外の部分を次のように改める。  

前項各号の代替保育連携協力者とは，第１項第２号に掲げる

事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 者 で あ っ て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合の区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるものをいう。  

第７条第３項第１号中「当該地域型保育事業者」を「地域型保

育事業者」に，「第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号にお

いて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保

育事業Ａ型事業者等」に改め，同項を同条第５項とし，同条第２

項各号列記以外の部分中「全てを満たすと認める」を「いずれか

を満たす」に，「前項第２号」を「第１項第２号」に改め，同項

各号を次のように改める。  

( 1 ) 地域 型保育 事業者 が代 替保 育連携 協力 者を 適切に 確保し

た場合には，次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認

めること。  

ア 地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。

( 2 ) 市長 が地域 型保育 事業 者に よる代 替保 育連 携協力 者の確

保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連

携協力者の確保が著しく困難であること。  
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第７条第２項を同条第４項とし，同条第１項の次に次の２項を

加える。  

２  市長は，地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって，次

の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは，前項第１

号の規定を適用しないこととすることができる。  

(1) 地 域 型 保 育 事 業 者が 保 育 内 容 支 援連 携 協 力 者 を 適切 に 確

保すること。  

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

ア  地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。  

イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。  

３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは，第２８条に規定す

る小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所

内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事

業者等」という。）であって，第１項第１号に掲げる事項に係

る連携協力を行うものをいう。  

附則第３条中「１０年」を「１５年」に改める。  

 （柏市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例

の一部改正）  

第２条  柏市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業運営基準

条例（平成２６年柏市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。  

  第４２条第１項各号列記以外の部分中「第３項」を「第５項」

に改め，同項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容

支援」という。）を実施する」に改め，同条中第７項を第９項と

し，第４項から第６項までを２項ずつ繰り下げ，同条第３項各号

列記以外の部分を次のように改める。  

前項各号の代替保育連携協力者とは，第１項第２号に掲げる

事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 者 で あ っ て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合の区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるものをいう。  
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 第４２条第３項第１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特

定地域型保育事業者」に，「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ

型事業者等」に改め，同項を同条第５項とし，同条第２項各号列

記以外の部分中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」

に，「前項第２号」を「第１項第２号」に改め，同項各号を次の

ように改める。  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 事業 者 が 代 替 保 育連 携 協 力 者 を 適切 に 確

保した場合には，次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長

が認めること。  

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。  

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。

(2) 市 長 が 特 定 地 域 型保 育 事 業 者 に よる 代 替 保 育 連 携協 力 者

の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保

育連携協力者の確保が著しく困難であること。

第４２条第２項を同条第４項とし，同条第１項の次に次の２項

を加える。  

２ 市長は，特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって，

次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは，前項第

１号の規定を適用しないこととすることができる。  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 事業 者 が 保 育 内 容支 援 連 携 協 力 者を 適 切

に確保すること。

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されてい

ること。  

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。
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３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは，小規模保育事業Ａ

型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者

（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

であって，第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うも

のをいう。  

附則第５条中「１０年」を「１５年」に改める。  

 

   附  則  

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。  
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議案第５４号資料  

   柏市地域型保育事業設備運営基準条例及び柏市特定教育・    

保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例の一部を改  

正する条例について  

柏市地域型保育事業設備運営基準条例（平成２６年柏市条例第２９号）新旧対照表（第１条関係） 

改正前 改正後 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第7条 地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業
を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」とい
う。)を除く。以下この条，次条第1項，第8条
の3第2項，第15条第1項及び第2項，第16条第1

項，第2項及び第5項，第17条並びに第18条第1

項から第3項までにおいて同じ。)は，利用乳幼
児に対する保育が適正かつ確実に行われ，及び
地域型保育事業者による保育の提供の終了後
も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育
基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規
定する法律に定める学校において行われる教
育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継
続的に提供されるよう，次に掲げる事項に係る
連携協力を行う保育所，幼稚園又は認定こども
園(以下「連携施設」という。)を適切に確保し
なければならない。 

第7条 地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業
を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」とい
う。)を除く。以下この条，次条第1項，第8条
の3第2項，第15条第1項及び第2項，第16条第1

項，第2項及び第5項，第17条並びに第18条第1

項から第3項までにおいて同じ。)は，利用乳幼
児に対する保育が適正かつ確実に行われ，及び
地域型保育事業者による保育の提供の終了後
も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育
基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規
定する法律に定める学校において行われる教
育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継
続的に提供されるよう，次に掲げる事項に係る
連携協力を行う保育所，幼稚園又は認定こども
園(以下「連携施設」という。)を適切に確保し
なければならない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるため
の機会の設定，保育の適切な提供に必要な地
域型保育事業者に対する相談，助言その他の
保育の内容に関する支援を行うこと。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるため
の機会の設定，保育の適切な提供に必要な地
域型保育事業者に対する相談，助言その他の
保育の内容に関する支援(次項において「保
育内容支援」という。)を実施すること。 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

 2 市長は，地域型保育事業者による保育内容支
援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難
であると認める場合であって，次の各号に掲げ
る要件の全てを満たすと認めるときは，前項第
1号の規定を適用しないこととすることができ
る。 

 (1) 地域型保育事業者が保育内容支援連携協
力者を適切に確保すること。 

 (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこ
と。 

 ア 地域型保育事業者と保育内容支援連携
協力者との間でそれぞれの役割の分担及
び責任の所在が明確化されていること。 

 イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務
の遂行に支障が生じないようにするため
の措置が講じられていること。 

 3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは，第
28条に規定する小規模保育事業A型若しくは
小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を
行う者(第5項において「小規模保育事業A型事
業者等」という。)であって，第1項第1号に掲
げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

2 市長は，地域型保育事業者による代替保育の 4 市長は，地域型保育事業者による代替保育の

7



 

提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ
ると認める場合であって，次の各号に掲げる要
件の全てを満たすと認めるときは，前項第2号
の規定を適用しないことができる。 

提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ
ると認める場合であって，次の各号に掲げる要
件のいずれかを満たすときは，第1項第2号の規
定を適用しないことができる。 

(1) 地域型保育事業者と次項の連携協力を行
う者との間でそれぞれの役割の分担及び責
任の所在が明確化されていること。 

(1) 地域型保育事業者が代替保育連携協力者
を適切に確保した場合には，次のア及びイに
掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

 ア 地域型保育事業者と代替保育連携協力
者との間でそれぞれの役割の分担及び責
任の所在が明確化されていること。 

 イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂
行に支障が生じないようにするための措
置が講じられていること。 

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の
遂行に支障が生じないようにするための措
置が講じられていること。 

(2) 市長が地域型保育事業者による代替保育
連携協力者の確保の促進のために必要な措
置を講じてもなお当該代替保育連携協力者
の確保が著しく困難であること。 

3 前項の場合において，地域型保育事業者は，
次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ
当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事
項に係る連携協力を行う者として適切に確保
しなければならない。 

5 前項各号の代替保育連携協力者とは，第1項第
2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であ
って，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，そ
れぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 当該地域型保育事業者が地域型保育事業
を行う場所又は事業所(次号において「事業
実施場所」という。)以外の場所又は事業所
において代替保育が提供される場合 第28

条に規定する小規模保育事業A型若しくは
小規模保育事業B型又は事業所内保育事業
を行う者(次号において「小規模保育事業A

型事業者等」という。) 

(1) 地域型保育事業者が地域型保育事業を行
う場所又は事業所(次号において「事業実施
場所」という。)以外の場所又は事業所にお
いて代替保育が提供される場合 小規模保
育事業A型事業者等 

(2) 略 (2) 略 

  

附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第3条 地域型保育事業者(特例保育所型事業所
内保育事業者を除く。)は，連携施設の確保が
著しく困難であって，子ども・子育て支援法第
59条第4号に規定する事業による支援その他
の必要な適切な支援を行うことができると本
市が認める場合は，第7条第1項の規定にかかわ
らず，施行日から起算して10年を経過する日ま
での間，連携施設の確保をしないことができ
る。 

第3条 地域型保育事業者(特例保育所型事業所
内保育事業者を除く。)は，連携施設の確保が
著しく困難であって，子ども・子育て支援法第
59条第4号に規定する事業による支援その他
の必要な適切な支援を行うことができると本
市が認める場合は，第7条第1項の規定にかかわ
らず，施行日から起算して15年を経過する日ま
での間，連携施設の確保をしないことができ
る。 

 

柏市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例（平成２６年柏市条例第３０号）新旧
対照表（第２条関係） 

改正前 改正後 

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育
事業を行う者を除く。以下この項から第3項ま
でにおいて同じ。)は，特定地域型保育が適正
かつ確実に実施され，及び必要な教育・保育が
継続的に提供されるよう，次に掲げる事項に係
る連携協力を行う認定こども園，幼稚園又は保
育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育
事業を行う者を除く。以下この項から第5項ま
でにおいて同じ。)は，特定地域型保育が適正
かつ確実に実施され，及び必要な教育・保育が
継続的に提供されるよう，次に掲げる事項に係
る連携協力を行う認定こども園，幼稚園又は保
育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保
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しなければならない。 しなければならない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3

歳未満保育認定子どもに集団保育を体験さ
せるための機会の設定，特定地域型保育の適
切な提供に必要な特定地域型保育事業者に
対する相談，助言その他の保育の内容に関す
る支援を行うこと。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3

歳未満保育認定子どもに集団保育を体験さ
せるための機会の設定，特定地域型保育の適
切な提供に必要な特定地域型保育事業者に
対する相談，助言その他の保育の内容に関す
る支援(次項において「保育内容支援」とい
う。)を実施すること。 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

 2 市長は，特定地域型保育事業者による保育内
容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく
困難であると認める場合であって，次の各号に
掲げる要件の全てを満たすと認めるときは，前
項第1号の規定を適用しないこととすることが
できる。 

 (1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連
携協力者を適切に確保すること。 

 (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこ
と。 

 ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援
連携協力者との間でそれぞれの役割の分
担及び責任の所在が明確化されているこ
と。 

 イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務
の遂行に支障が生じないようにするため
の措置が講じられていること。 

 3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは，小
規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型
又は事業所内保育事業を行う者(第5項におい
て「小規模保育事業A型事業者等」という。)

であって，第1項第1号に掲げる事項に係る連携
協力を行うものをいう。 

2 市長は，特定地域型保育事業者による代替保
育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難
であると認める場合であって，次の各号に掲げ
る要件の全てを満たすと認めるときは，前項第
2号の規定を適用しないことができる。 

4 市長は，特定地域型保育事業者による代替保
育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難
であると認める場合であって，次の各号に掲げ
る要件のいずれかを満たすときは，第1項第2

号の規定を適用しないことができる。 

(1) 特定地域型保育事業者と次項の連携協力
を行う者との間でそれぞれの役割の分担及
び責任の所在が明確化されていること。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協
力者を適切に確保した場合には，次のア及び
イに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ
と。 

 ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携
協力者との間でそれぞれの役割の分担及
び責任の所在が明確化されていること。 

 イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂
行に支障が生じないようにするための措
置が講じられていること。 

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の
遂行に支障が生じないようにするための措
置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替
保育連携協力者の確保の促進のために必要
な措置を講じてもなお当該代替保育連携協
力者の確保が著しく困難であること。 

3 前項の場合において，特定地域型保育事業者
は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それ
ぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げ
る事項に係る連携協力を行う者として適切に

5 前項各号の代替保育連携協力者とは，第1項第
2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であ
って，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，そ
れぞれ当該各号に定めるものをいう。 
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確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型
保育事業を行う場所又は事業所(次号におい
て「事業実施場所」という。)以外の場所又
は事業所において代替保育が提供される場
合 小規模保育事業A型若しくは小規模保
育事業B型又は事業所内保育事業を行う者
(次号において「小規模保育事業A型事業者
等」という。) 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育
事業を行う場所又は事業所(次号において
「事業実施場所」という。)以外の場所又は
事業所において代替保育が提供される場合
 小規模保育事業A型事業者等 

(2) 略  (2) 略 

4 略 6 略 

5 略 7 略 

6 略 8 略 

7 略 9 略 

  

附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第5条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事
業所内保育事業者を除く。)は，連携施設の確
保が著しく困難であって，法第59条第4号に規
定する事業による支援その他の必要な適切な
支援を行うことができると本市が認める場合
は，第42条第1項の規定にかかわらず，この条
例の施行の日から起算して10年を経過する日
までの間，連携施設を確保しないことができ
る。 

第5条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事
業所内保育事業者を除く。)は，連携施設の確
保が著しく困難であって，法第59条第4号に規
定する事業による支援その他の必要な適切な
支援を行うことができると本市が認める場合
は，第42条第1項の規定にかかわらず，この条
例の施行の日から起算して15年を経過する日
までの間，連携施設を確保しないことができ
る。 
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 議案第５５号  

 

 

財産の取得について  

 

 

柏市立柏第三小学校の給食用備品の整備のため，次のとおり財産

を取得する。  

 

 

令和  ７年  ２月２１日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

給食用備品を取得したいので提案する。  
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１  取得する財産  

  次に掲げる給食用備品  

 (1) １槽シンク  ７台  

 (2) ２槽シンク  １台  

 (3) ３槽シンク  ５台  

 (4) 移動シンク  １０台  

 (5) 移動台  ３０台  

 (6) 作業台  １３台  

 (7) スタッキングカート  １７台  

 (8) 置型デジタル台はかり  ３台  

 (9) 卓上デジタルはかり  ２台  

 (10) 球根皮むき機  １台  

 (11) Ｌ型運搬車  ８台  

 (12) カッターミキサー  １台  

 (13) フードスライサー  １台  

 (14) オーブン  ２台  

 (15) システム調理台  １台  

 (16) 立体炊飯器  ４台  

 (17) 計量・充塡機付洗米機  ４台  

 (18) 連続フライヤー  １台  

 (19) タンク付油ろ過機  １台  

 (20) 回転釜  ７台  

 (21) 和え物釜  ２台  

 (22) 真空冷却機  ２台  

 (23) 冷蔵庫  １２台  

 (24) 冷凍庫  ３台  

 (25) 牛乳保冷庫  ２台  

 (26) 洗浄機  ２台  

 (27) 包丁・まな板殺菌庫  ４台  

 (28) 熱風消毒保管庫  １８台  

 (29) キャビネット  ５台  

 (30) シェルフ  ６台  

 (31) 戸棚  １台  
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 (32) パン棚  ３台  

 (33) 缶切機  ２台  

 (34) クラス用ワゴン  ４２台  

 (35) オートサニテーション  ３台  

２  契約の方法  

制限付一般競争入札  

３  取得価格  

  １９８，０００，０００円  

４  契約の相手方  

  千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号  

  株式会社関東三貴  

   代表取締役   石  井  勝  之  
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議案第５５号資料  

   財産（柏市立柏第三小学校給食用備品）取得関係     

 

契約の経過  

 

件名  柏市立柏第三小学校給食用備品  

 

１  公告        令和  ７年  １月１５日  

２  申請期間      令和  ７年  １月１６日から  

           令和  ７年  １月２８日まで  

３  資格確認通知    令和  ７年  １月２９日  

４  仕様書等閲覧期間  令和  ７年  １月１５日から  

           令和  ７年  ２月  ５日まで  

５  開札        令和  ７年  ２月  ６日  

６  入札の状況  

                       （単位  千円）  

           入札 

 入札業者名 
第１回  結果  

㈱関東三貴  １８０，０００  落札  

㈱フジマック  １８２，０００   

日本調理機㈱  ２０１，２８０   

㈱アイホー  ２０６，０００   

㈱中西製作所  ２１０，０００   

日本給食設備㈱  ２１２，０００   

新日本厨機㈱  ２１２，０００   

 契約金額は，入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額とする。  

７  仮契約       令和  ７年  ２月１０日  
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財産取得入札参加業者調書  

 

業者名 

調査事項 
㈱関東三貴  ㈱フジマック  

代表者氏名  石  井  勝  之  熊  谷  光  治  

本店の所在地  
千葉市若葉区西都賀二丁

目７番５号 

東京都港区南麻布一丁目

７番２３号 

売上高  ５３７，４７９千円 ３８，４００，０００千円 

販売の経験年数  ５１年 ７５年 

資本金  １０，０００千円 １，４７１，１５０千円 

主な実績  

柏市立柏の葉小学校給食

用備品[柏市] 

給食用備品（１）その２

[流山市] 
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日本調理機㈱  ㈱アイホー  ㈱中西製作所  

齋  藤  有  史  宮  﨑  眞  嗣  中  西  一  真  

東京都大田区東六郷三丁

目１５番８号 

愛知県豊川市白鳥町防入

６０番地 

大阪府大阪市生野区巽南

五丁目４番１４号 

１８，４４３，８１５千円 ２１，６７５，９２９千円 ３６，６０２，０４９千円 

６９年 ７１年 ５６年 

７９９，５４９千円 ８３５，５１２千円 １，４４５，６００千円 

小学校給食用備品（食器

洗浄機等）[松戸市] 

柏市立田中小学校給食用

備品[柏市] 

 

（仮称）新高花学校給食

センター調理機器[印西

市] 
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業者名 

調査事項 
日本給食設備㈱ 新日本厨機㈱

代表者氏名 鈴 木 雅 治 吉 村 二三夫

本店の所在地

東京都調布市国領町四丁

目９番地４九曜国領駅前

ビル３階 

東京都大田区蒲田本町一

丁目４番１号

売上高 １，０８６，８０８千円 ３，７６９，７５６千円 

販売の経験年数 ６０年 ５２年 

資本金 ３０，０００千円 ７０，０００千円 

主な実績

小中学校給食用備品[東

京都台東区] 

改修校分小学校給食備品

（ドライ式回転釜他）

[船橋市] 
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